
 

 
死 者 情 報 フ ァ イ ル 簿 （ 単 票 ） 

作成日 令和 4年 11 月 28 日 

死者情報ファイルの名称 区都民税システム 

行政機関等の名称 

■ 東京都北区長 □ 東京都北区教育委員会 

□ 東京都北区選挙管理委員会  

□ 東京都北区監査委員 

死者情報ファイルが利用に供される事務をつ

かさどる組織の名称（所管課） 
区民部税務課 

死者情報ファイルの利用目的 

特別区民税・都民税を賦課する。 

特別区民税・都民税（課税・非課税・納税）証明書を

発行する。 

死者情報ファイルの保有開始日 
■ 令和５年４月１日以前  

□ 新規（    年   月   日） 

記録項目 

１氏名、２生年月日、３性別、４住所、５宛名番号、

６世帯番号、７個人番号、８法人番号、９同一世帯者

氏名、１０同一世帯者生年月日、１１続柄 等 

記録範囲 １月１日時点に北区内に住所を有するもの 

記録情報の収集方法 

・本人または代理人 

・他部署 

・会社、事業所 

・他自治体      等 

記録情報の経常的提供先 
他自治体、日本年金機構等 

（根拠法令に基づく所得照会） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 

（ 名 称 ）北区総務部総務課文書係 

（所在地）〒114－8508 東京都北区王子本町一丁目

１５番２２号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定に

よる特別の手続等 
‐ 

死者情報ファイルの種別 

■ 電算処理ファイル 

電子計算処理に係る死者情報ファイル（電算処理ファ

イル）入力のための紙媒体ファイル（マニュアル処理

ファイル）又は出力した紙媒体ファイル（マニュアル

処理ファイル） 

□ 有  ■ 無 

□ マニュアル処理ファイル 

死者情報ファイルを管理する組織の名称 
 区民部税務課税務係 

 電話番号 03（ 3908 ）1114 

備考  



 

 
死 者 情 報 フ ァ イ ル 簿 （ 単 票 ） 

作成日 令和 4年 11 月 28 日 

死者情報ファイルの名称 軽自動車税システム 

行政機関等の名称 

☑ 東京都北区長 □ 東京都北区教育委員会 

□ 東京都北区選挙管理委員会  

□ 東京都北区監査委員 

死者情報ファイルが利用に供される事務をつ

かさどる組織の名称（所管課） 
区民部税務課 

死者情報ファイルの利用目的 
軽自動車税（種別割）を賦課する。 

軽自動車税（種別割）納税証明書を発行する。 

死者情報ファイルの保有開始日 
☑ 令和５年４月１日以前  

□ 新規（    年   月   日） 

記録項目 

１宛名番号、２世帯番号、３個人番号、４法人番号、

５氏名、６生年月日、７性別、８現住所、９住民状態、

１０送付先住所、１１登録年月日、１２標識、１３登

録年月日、１４廃車年月日、１５車台番号、１６排気

量、１７車名、１８定置場住所、１９非課税情報、  ２

０減免情報 

記録範囲 
北区内に定置場がある（あった）軽自動車等を所有・

使用していた者 

記録情報の収集方法 
軽自動車税（種別割）の申告及び他自治体等への照会・

回答 

記録情報の経常的提供先 捜査機関 

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 

（ 名 称 ）北区総務部総務課文書係 

（所在地）〒114－8508 東京都北区王子本町一丁目

１５番２２号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定に

よる特別の手続等 
‐ 

死者情報ファイルの種別 

■ 電算処理ファイル 

電子計算処理に係る死者情報ファイル（電算処理ファ

イル）入力のための紙媒体ファイル（マニュアル処理

ファイル）又は出力した紙媒体ファイル（マニュアル

処理ファイル） 

□ 有  ■ 無 

□ マニュアル処理ファイル 

死者情報ファイルを管理する組織の名称 
 区民部税務課税務係 

 電話番号 03（ 3908 ）1114 

備考  

 


